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国勢調査は５年に一度行われる日本に住むすべての人と世帯を対象とした最も重要な国の統計調査です。

１９２０（大正９）年から行われており２０２５年（令和７年）調査は２２回目に当たります。

９月２０日から調査員が各世帯を訪問し調査書類を配布しますので、調査の回答へのご協力をお願いします。

◇調査の概要

　【期　　日】令和７年１０月１日現在

　【対　　象】日本に住むすべての人と世帯（外国人の方も含む）

　【調査事項】

　　＜世帯員について＞氏名、男女の別、出生の年月、配偶者の有無、就業状況、就業地又は通学地など

　　＜世　帯について＞世帯員の数、住居の種類など

◇調査の流れ

　調査員が各世帯を訪問し、調査書類を配布します。

　世帯は、次の①～③のいずれかの方法により回答していただきます。

　　①インターネット　

　　　　調査票と一緒に配布されるリーフレットをご参照のうえ、パソコンやスマートフォンから回答して

　　　　ください。

　　　　※回答は２４時間いつでもできます。

　　　　※インターネットで回答いただいた世帯は、紙の調査票の提出は不要です。

　　　　【回答期間】９月２０日（土）～１０月８日（水）

　　②郵送

　　　　紙の調査票に記入し、調査書類に同封してある専用の封筒に入れてポストに投函してください。 

　　　　【回答期間】１０月１日（水）～１０月８日（水） 

　　③調査員による回収

　　　　記入した紙の調査票を調査員が回収に伺います。

　　　　希望される方は、調査票配布時に調査員へその旨を伝えてださい。 

　　　　【回答期間】１０月１日（水）～１０月８日（水） 
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◇国勢調査Ｑ＆Ａ

　Ｑ .調査結果はどのようなことに役立っているの？

　Ａｎｓｗｅｒ

　　国勢調査の結果は、我が国の人口の基本となる法定人口として、選挙区の区割りや地方交付税の算定の

　　基準などに利用されています。また、男女・年齢別の人口、昼間人口、世帯構成（高齢者のいる世帯など）、

　　産業別の人口などといった基本的な調査結果は、国や地方公共団体の社会福祉、雇用、環境整備、災害

　　対策などをはじめ、あらゆる施策の基礎データとして利用されています。民間企業等においても、さま

　　ざまな分野で幅広く活用されています。

　

　Ｑ .行政資料（住民基本台帳やマイナンバーなど）で把握できないの？

　Ａｎｓｗｅｒ

　　地域の行政を適切に進めるには、その地域に実際に住んでいる人の状況に基づいて行う必要があるため、

　　一定時点ですべての人口・世帯を調査する国勢調査の結果が利用されています。例えば、災害時の対策

　　などを想定する際には、その区域に実際に居住している人や通勤・通学する人たちの数を正確に把握す

　　ることが必要です。このような観点から、生活実態に即した行政運営の基準となる統計としては、住民

　　基本台帳よりも国勢調査のデータのほうが適していると言えます。 

　Ｑ .どうしても国勢調査に答えなければいけないの？

　Ａｎｓｗｅｒ

　　国勢調査の調査項目は、我が国の人口・世帯の実態を把握するために必要不可欠なものであり、そのため、

　　統計法によって、調査対象者に回答していただく義務（報告義務）を課して行っているものです（統

　　計法第１３条）。また、報告を拒んだり虚偽の報告をしたりした場合の罰則も規定されています（統計

　　法第６１条第１号）。

　　統計法では、このように報告義務を定める一方、調査に従事するすべての者に対して、調査で知り得た

　　秘密を保護する義務や調査票の取扱いについて厳格な規定が設けられており、これらに違反した者に対

　　する罰則も設けられています。

　　国勢調査は大変重要な調査であるとともに、統計法によって調査票の記入内容が厳重に保護され、国や

　　地方公共団体においても適正に管理されていますので、安心してご回答ください。

◇問い合わせ

　国勢調査に関してご不明な点がありましたら、役場企画課（☎７７―１４３７）までお問い合わせください。

国勢調査２０２５キャンペーンサイト
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定額減税不足額給付について

　【対象者】

　　令和７年１月１日に吉賀町に住民登録がある方のうち、次の「不足額給付Ⅰ」または「不足額給付Ⅱ」

　　のどちらかに該当する方。

　　　※令和７年１月２日以降に亡くなられた方は対象外です。

　　　※対象者の方の給付金額は個別に異なります。

　【不足額給付Ⅰ】

　　令和５年分の所得を基にした推計額（令和６年分推計所得税額）を用いて算定した令和６年度定額減税

　　調整給付金に不足が生じている方。

　　例）令和６年分確定所得税額が令和６年分推計所得税額よりも少ない方で不足が生じている方。

　　　　令和６年中に出生などにより扶養親族が増えた方で不足が生じている方。

　【不足額給付Ⅱ】

　　以下の要件をすべて満たす方

　　　・令和６年分所得税額及び令和６年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が０円の方。

　　　・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう

　　　　　（青色事業専従者または事業専従者・合計所得が４８万円超である方）。

　　　・令和５年度の住民税非課税世帯給付金（７万円）または均等割のみ課税世帯給付金（１０万円）の

　　　　世帯主または世帯員に該当していない方。

　　　・令和６年度新たな住民税非課税世帯均等割課税世帯給付金（１０万円）の世帯主または世帯員に該

　　　　当していない方。

　【確認方法】

　　対象者に順次必要書類を送付します。不足額給付Ⅰの方については、原則、返送の必要はありません。

　　不足額給付Ⅱの方は返送の必要があります。

　【問合せ先】　税務住民課（給付金係）　☎７７－１１１３

萩・石見空港　下期ダイヤ

　萩・石見空港－東京（羽田）線の、下期のダイヤ等について発表がありましたので、お知らせします。

　なお、現時点では予定のため、変更される場合もありますので、実際にご利用される場合は、ご確認をお

　願いいたします。

東京（羽田）　→　萩・石見 萩・石見　→　東京（羽田）

便名 ダイヤ 便名 ダイヤ

７２５ 　８時５５分　→　１０時３０分 ７２６ １１時１５分　→　１２時４５分

７２７ １５時５５分　→　１７時３０分 ７２８ １８時１０分　→　１９時４５分

　※上期とは、若干の時間変更があります。



（9）

募集

ミャンマー戦没者慰霊巡拝の実施について

　標記慰霊巡拝が以下のとおり実施されます。参加を希望される場合は税務住民課までお問合せください。

　　【時期】　令和８年３月２日（月）～３月７日（土）６日間

　　【人員】　１５名

　　【対象】　国庫補助対象は戦没者の配偶者、父母、子、兄弟姉妹、参加遺族（子・兄弟姉妹）の配偶者、

　　　　　　戦没者の孫、戦没者の甥・姪

　　【締切】　１０月１０日（金） 

令和８年度コミュニティ助成事業の募集について

　【募集事業】

　　①一般コミュニティ助成事業　　　　②コミュニティセンター助成事業

　　③青少年健全育成助成事業　　　　　④地域づくり助成事業

　【申請期限】　１０月８日（水）１７時まで

　【問合せ先】　企画課　☎７７－１４３７

イベント

中秋の名月を愛でる会

　七日市公民館では、ソプラノ歌手・須藤静香さんをお迎えし、1時間のミニコンサートを開催します。

　当日は、お月見まんじゅう、コーヒー・まめ茶（ＫＯＪＩＫＡ　ＢＡＳＥ）もご用意（数量限定）。

　どうぞ肩の力を抜いて、音楽と語らいのひとときをお楽しみください。

　　【日　時】　１０月３日（金）１８時～１９時

　　【会　場】　七日市公民館 集会室

　　【参加費】　無料

　　【定　員】　５０名（先着順）

　　【出　演】　ソプラノ歌手 須藤静香さん（ピアニスト :須藤貴子さん）

　　【申込み】　七日市公民館　☎７８－１１３４

第２１回吉賀町駅伝大会参加チーム募集！

　【日　　時】　令和７年１０月２６日（日）　１０時スタート

　【参加資格】　監督１名、選手６人、捕員２人以内で編成するチーム。

　　　　　　　（小学生以上に限る。監督兼選手可。）

　【参 加 料】　無料

　【申込方法】　１０月３日（金）までに申込書を提出してください。

　　　　　　　申込書は教育委員会にあります。

　　　　　　　ご連絡いただければお送りします。

　【申 込 先】　吉賀町教育委員会　担当：山本

　　　　　　　Ｔ Ｅ Ｌ：７７－１２８５　

　　　　　　　Ｍａｉｌ：syakyo ＠ town.yoshika.lg.jp

旧蔵木中学校グラウンド　

　　⇩　　　　２．８㎞（１区）

三宮神社前　　　　　　　　　　

　　⇩　　　　２．９㎞（２区）

六日市駅前　　　　　　　　　　

　　⇩　　　　３．４㎞（３区）

桜　乃　前　

　　⇩　　　　２．５㎞（４区）

注連川住宅前　　　　　　　　　　

　　⇩　　　　２．１㎞（５区）

朝倉公民館前　　　　　　　　　　　　　

    ⇩    　　３．０㎞（６区）

吉賀中学校前　　　

区間
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子どもとお母さんの健康

妊婦・乳幼児健康相談

　【日時・会場】　１０月１４日（火）　かきのき保育所　　　１０時～１１時３０分

　　　　　　　　１０月２８日（火）　吉賀町保健センター　１０時～１１時３０分

　【問合わせ先】　役場保健福祉課　☎７７－１１６５　／　柿木地域振興室　☎７９－２２１１

乳児健診

　【日時・会場】　１０月２８日（火）午後　吉賀町保健センター

　【対　象　児】　３～５ヶ月（令和７年５月～６月生）

　　　　　　　　９～１１ヶ月（令和６年１１月～１２月生）

　【問合わせ先】　役場保健福祉課　☎７７－１１６５

大人の健康

きらきら広場

　【日時・会場】　１０月２２日（水）１０時～１１時３０分　吉賀町保健センター

　【対　象　児】　製作遊びや集団遊びをします。　

　【問合わせ先】　役場保健福祉課　☎７７－１１６５

　　　　　　　　※予約制です。１０月１７日（金）までに申し込みをお願いします。

子宮頸がん検診

　受診を希望される方は、医療機関へ直接予約して受診してください。

　【実施医療機関】　益田地域医療センター医師会病院　☎０８５６－２２－３６１１

　　　　　　　　　山根病院三隅分院　☎０８５５－３２－４３４３

　【対　 象 　者】　吉賀町に住所を有する２０歳以上の女性

　【実 施  期 間】　令和８年３月３１日まで

　【検 査  内 容】　細胞診、HPV ウイルス検査（希望者のみ実施）

対象者

自己負担金

細胞診
ＨＰＶ検査

（細胞診受診者で希望者）

２０～４９才、生活保護者 　　　　０円 　　０円

５０才以上 町国保加入者、

後期高齢者医療保険加入者
４００円

１，２００円

町国保加入者以外 １，２００円

障がい者就労相談会　※要予約

　【日時・会場】　１０月１６日（木）　吉賀町保健センター

　【予　約　先】　益田障がい者就労生活支援センター　☎０８５６―２３―７２１８

　　　　　　　　ご希望の方は、１０月１０日（金）までにお申し込みください。
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新型コロナウイルスの助成制度

　【対　　象】　町内に住所を有している方で接種日当日に６５歳以上の方

　　　　　　　または６０～６４歳の方で心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が

　　　　　　　極度に制限される程度の障がいや、ヒト免疫不全ウイルス（ＨＩＶ）による免疫の機能に障

　　　　　　　害があり、日常生活がほとんど不可能な程度の障がいがある方

　【個人負担】　５，０００円（生活保護世帯は無料）

　【実施期間】　令和７年１０月１日～令和８年３月３１日

　【そ の 他】　接種の予約は各自で直接医療機関に連絡してください。

インフルエンザの助成制度

　＜高齢者＞

　　【対　　象】　町内に住所を有している方で接種日当日に６５歳以上の方

　　　　　　　　または６０～６４歳の方で心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度

　　　　　　　　に制限される程度の障がいやヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に日常生活がほとんど

　　　　　　　　不可能な程度の障がいがある方

　　【個人負担】　１，６００円（生活保護世帯は無料）

　　【実施期間】　令和７年１０月１日～令和８年３月３１日

　　【そ の 他】　接種の予約は各自で直接医療機関に連絡してください。

　＜子ども＞

　　【対　  象】　町内に住所を有している方で満１８歳に達する日の属する年度の末日までの間にある方

ワクチンの種類 助成額 備考

皮下注射のワクチン
１回あたり１，５００円の助成

（生活保護世帯は全額助成）

１３歳未満は年度内２回接種　

１３歳以上は年度内１回接種

点鼻のワクチン
１回　３，０００円

（生活保護世帯は全額助成）

２～１８歳が対象

接種は１回

　　【実施期間】　令和７年１０月１日～令和８年３月３１日

　　【そ の 他】　接種の予約は各自で直接医療機関に連絡してください。

松ヶ丘病院通院送迎バス（３日前までに予約必要）

　【１０月の運行日】　２日（木）　６日（月）　１６日（木）　２０日（月）　３０日（木）

　【申　　込　　先】　よしかの里　相談支援事業所　パレット　☎７７―１５５２

行き 帰り

　８時３０分　発 六日市庁舎 １１時３０分　発 病院

　８時５０分 七日市駅 １２時４０分 柿木庁舎

　９時０５分 柿木庁舎 １２時５０分 七日市駅

１０時００分　着 病院 １３時００分　着 六日市庁舎

断酒会鹿足例会

　【日時・会場】　１０月２２日（水）１９時～２１時　吉賀町保健センター

　【申　込　先】　役場保健福祉課
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テーミル運動教室

　【日時・会場】　１０月２日、９日、１６日、３０日いずれも１３時３０分～１５時　吉賀町福祉センター

　【講　　　師】　小川恵子さん（セントラルスポーツインストラクター、吉賀町食改員）

　【会　　　費】　会員月１，０００円、準会員１回５００円

　【申　込　先】　役場保健福祉課　☎７７－１１６５　／　柿木地域振興室　☎７９－２２１１

　　　　　　　　飲みもの、屋内運動靴、タオル、バスタオルを持参してください。

　　　　　　　　筋力アップ、運動不足解消に、ぜひご参加ください。

介護予防教室

　【問合せ先】　吉賀町地域包括支援センター　☎７７―３１２３　／　役場保健福祉課　☎７７－１１６５

からだ爽快教室

　【日時・会場】　１０月２４日（金）１３時～１４時３０分　七日市公民館

　【内　　　容】　シニアヨガなど

　【持　参　物】　お茶などの飲み物、室内履き、（お持ちの方は）よしか・元気ノート

ストレッチ教室

日時 会場 送迎予約〆切日

１０月　７日（火）１０時～１１時 柿木公民館 １０月　２日（木）

１０月１４日（火）１０時～１１時 吉賀町保健センター １０月　９日（木）

１０月２１日（火）１０時～１１時 七日市公民館 １０月１６日（木）

　【内　容】　ゴムバンドを使ったストレッチ、トレーニングなど

　【持参物】　お茶などの飲み物、ストレッチマットまたは大きめのバスタオル、タオル１枚

骨折・転倒予防教室

　【日時・会場】　１０月１０日（金）１３時３０分～１５時　吉賀町福祉センター

　【内　　　容】　家でできる体操の指導など

　【持　参　物】　お茶などの飲み物、（お持ちの方は）よしか・元気ノート

　　　　　　　　動きやすい服装、室内履き持参でお越しください。

ひきこもり相談　※要予約

　【日　時】　１０月２１日（火）

　【予約先】　よしかの里　相談支援事業所　パレット　☎７７―１５５２

　　　　　　ご希望の方は、１０月１６日（木）までにお申し込みください。

こころの相談　※要予約

　【日時・会場】　１０月２７日（月）午後　吉賀町内

　【内　　　容】　松ヶ丘病院医師による相談

　　　　　　　　ご希望の方は、１０月２１日（火）までに保健師までお申し込みください。
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相談

「法の日」記念司法書士無料法律相談について

　１０月１日は「法の日」です。

　この「法の日」を記念し、島根県司法書士会では、無料法律相談を実施します。

　　【日　時】　１０月１９日（日）１３時～１７時まで　※予約がない場合は、１５時終了

　　【場　所】　匹見タウンホール　小和室（益田市匹見町匹見イ１２６０）

　　【予　約】　司法書士総合相談センター　☎０８５２－６０－９２１１

　　【問合せ】　島根県司法書士会事務局　☎０８５２－２４－１４０２

司法書士無料法律相談について

　遺産相続、遺言、不動産売買、名義変更、お金の貸し借り、ローンの返済、裁判、調停、成年後見等高齢

　者の財産管理、悪質商法など、さまざまな法律相談に応じます。

　　【電話相談】　※随時受付　☎０８５２－６０－９２１１

　　【面談相談】　※完全予約制

　　【日　　時】　１０月１６日（木）１３時～１７時まで

　　【面談場所】　益田市人権センターあすなろ館

　　【予約方法】　電話相談と同じ連絡先に電話して予約を行ってください。

行政相談所開設について

　吉賀町の行政相談委員が、住民の皆様から国の行政などへの意見・要望等を受け付け、その解決のための

　助言や関係機関に対する通知等を行います。相談は無料です。お気軽にお越しください。

　　【日時・会場】　１０月１０日（金）１０時～正午まで　吉賀町福祉センター

労働相談会を開催します

　「パワハラ」「突然の解雇」「残業代が支払われない」「勤務態度に問題のある社員に困っている」など、職

　場でのお困りごとはありませんか。ひとりで悩まず、専門家に相談してみませんか。

　　【日時・会場】

　　　１０月１９日（日）１０時～１５時　いわみーる

　　　１０月２６日（日）１０時～１５時　くにびきメッセ

　　【料　　　金】　無料

　　【相　談　員】　弁護士、労働組合役員、会社経営者など

　　【対　　　象】　労働者、事業主どちらの相談、パートやアルバイトについての相談も受け付けます。

　　【問　合　せ】　島根県労働委員会事務局　☎０８５２－２２－５４５０

特設人権相談所の開設について

　【日時・会場】　１０月１７日（金）９時～１２時　柿木公民館

　益田人権擁護委員協議会／松江地方法務局益田支局　☎０８５６－２２―０４２９



（15）

公証週間について

　１０月１日～７日は「公証週間」です。

　公正証書は、法務大臣から任命された法律の専門家である公証人が作成する公文書で、特別な効力があり、

　地域の皆様の暮らしの法的安心・安全の仕組みづくりに大きな役割を果たしています。

　相談は無料、秘密は厳守します。

　【受付時間】　８時３０分～１７時（土・日・祝祭日を除く）

　【休日相談】　１０月５日（日）１０時～１５時（要予約）

　【問合せ先】　浜田公証役場　☎０８５５－２２－７２８１
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住宅

県営住宅　

　【申込受付】　随時受付けています。

　【募集団地】　溝上団地（六日市）　２ＤＫ、３ＤＫ　　　皆富団地（七日市）　３ＤＫ

　【問合せ先】　島根県住宅供給公社　益田住宅管理事務所　☎０８５６－３１－１５３０
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　■公営住宅新横立団地（七日市８５６番地）平成７年度建築　木造２階建　３ＤＫ　

　　　　【募集戸数】６戸（２２４号室・２２５号室・２２７号室・２３１号室・２３２号室・２３３号室）

　　　　【使用料】所得により決定

　■公営住宅横立団地（七日市８６０番地１）令和４年度建築　木造２階建　３ＤＫ　

　　　　【募集戸数】１戸（６号室）　【使用料】所得により決定

　■公営住宅横立団地（七日市８６０番地１）令和５年度建築　木造平屋建　２ＬＤＫ　

　　　　【募集戸数】３戸（９号室・１０号室・１１号室）　【使用料】所得により決定

　■公営住宅とびのこ山団地（柿木２４５番地）平成２７年度建築　木造平屋建　２ＬＤＫ

　　　　【募集戸数】１戸（２０２号室）　【使用料】所得により決定

　■公営住宅　柳原第２団地（柿木１２８番地）　平成２２年度建築　木造２階建　３ＬＤＫ　

　　　　【募集戸数】１戸（１０７号室）　【使用料】所得により決定

　■公営住宅　柳原第２団地（柿木１２８番地）　平成２１年度建築　木造平屋建　２ＬＤＫ　

　　　　【募集戸数】１戸（１１４号室）　【使用料】所得により決定

　■特定優良賃貸住宅　白谷団地（白谷６６番地）平成１０年度建築　木造平屋建　３ＤＫ

　　　　【募集戸数】１戸（２号室）　【使用料】月額４５，０００円

　■定住促進住宅　若者樋口団地（樋口４７５番地２）平成１４年度建築　木造平屋建　１ＤＫ

　　　　【募集戸数】２戸（３０３号室、３０４号室）　【使用料】月額３５，０００円　

　　　　【入居資格】入居時４０歳以下

　■定住促進住宅　溝上団地（六日市２４５番地１）昭和５６年度建築　鉄筋コンクリート造　３ＤＫ

　　　　【募集戸数】３戸（１２１号室・１３４号室・２１１号室）　【使用料】月額３５，０００円

町営住宅　【申込締切】　１０月７日（火）１７時まで

　■公営住宅樋口団地（樋口４７５番地２）平成１１年度建築　木造平屋建　３ＤＫ　

　　　　【募集戸数】１戸（１０３号室）　【使用料】所得により決定

　■公営住宅沢田団地（沢田１５３番地）平成３０年度建築　木造平屋造　３ＬＤＫ　

　　　　【募集戸数】１戸（３０２号室）　【使用料】所得により決定

　■定住促進住宅　新宮団地　（六日市３００番地１）平成８年度建築　鉄筋コンクリート造　２ＤＫ　

　　　　【募集戸数】２戸（２－３号室・２－４号室）【使用料】月額３０，０００円

　　　　【その他】単身者専用

　■定住促進住宅　ユースパームむいかいち（六日市４６４番地８）平成６年度建築　鉄骨造２階建　１ＬＤＫ　

　　　　【募集戸数】１戸（１１５号室）【使用料】月額４０，０００円【その他】単身者専用

　■住宅供給公社　福川本郷団地（福川４６４番地１）平成８年度建築　木質パネル構造　１ＬＤＫ

　　　　【募集戸数】１戸（１２２号室）【使用料】月額２０，０００円【その他】単身者専用
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